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	 都市における街路空間は,そこに訪れる人，その街に住む人にとって街のイメージを印象付ける重要な
空間といえる.しかし,近年では建物や看板などの形態や色彩が多様化することによって，雑多な街並みが

形成されている.本研究では,屋外広告物に着目し,その色彩と規制との関係から街のイメージを明らかに

する．カラーイメージスケールを用いて，撮影した画像から看板の任意のピクセルに表示されている RGB

値を取得することで言語イメージスケールによってその場のイメージを抽出する.これらの結果を用いて,

どのように表示されているか,またその街路にある屋外広告物の色彩がどのように分布しているかを把握

する.その結果，色彩によって形成されるイメージと看板の形状等の関係を明らかにした．	
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１．背景と目的  
 
 景観問題は、1970年代を境として、主に交通問題、ラ

ンドスケープ,デザインの３つの観点から捉えられてき

た1).そこで,2003年7月に,この国を魅力ある国にするた

め「美しい国づくり政策大綱」がまとめられた１）.また

2005年6月には,美しい景観と豊かな緑を総合的に実現す

るため「景観緑三法」が施行された2）.これは,「景観

法」,「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律」,「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」の

３つの法律を合わせた呼称である.	それによって,景観

をより客観的・工学的に評価する手法を充実させること

が重要であると考えられる.このうち「景観法の施行に

伴う関係法律」の改正された一部として「屋外広告物

法」がある.これにより,	景観計画との一体化など景観

形成への視点が強化された.その結果,各自治体が独自の

基準を定められることから,	条例やガイドラインによっ

て,規制や誘導が図られた.また,「日本の道と街並みを

考える会」では,道路とそれらを取り巻く街並みの景観

について,色彩やデザイン,景観を阻害している要因など

を中心にそのあり方が検討されている.そこで「子ども

たちに残したい&残したくない」ニッポンの道景色とし
て調査された.残したい景観として,「街路樹・並木など

美しい道路」などが挙げられている.一方で残したくな

い景観として「電線・電柱」「看板」などの意見が多数

あったという結果が挙げられている3）.このことからも

わかるように,屋外広告物は都市の景観を良好にするた

めにも考慮すべき重要な要素であることがいえる. 
	 京都市では,屋外広告物に関して,都市の景観をかたち

づくる重要な要素として位置づけ,昭和 31年から屋外広

告物法に基づき条例を制定し,屋外広告物等の規制と誘

導が進められてきた.その後,2007年の9月に京都らしい

良好な景観形成を目的として「新景観政策」が実施され

た.その中で屋外広告物を政策の柱の一つとして位置づ

け,市街地のほぼ全域に対して美観地区や風致地区を指

定し,建築物・屋外広告物のデザイン（形状や素材,色彩

など）景観を形成する重要な要素とした.	

	 都市景観を構成する要素として建物に付属する屋外広

告物は,歩行者や運転手から視認されやすいように一般

的に建物の外壁から突出する形式が多く見られる.また

その地域性によっても異なる.例えば,商業優先の地区で

は,屋外広告物の適度な集積が繁栄の証になったり、伝

統的な景観地区では,新しい媒体を抑制することがその

地域を創造していくことに繋がる.ある場所では屋外広

告物が有意義であり,ある場所では屋外広告物があって

はならない.このように場所ごとで最も大切にしたいこ

とが何であるのかを見極める必要がある.どのような屋

外広告物がどのように表示されているのか,またその場

所にふさわしい色彩かを確認することで,街路のイメー

ジを把握することを目的とする.	

	

２．研究の方法 

	 屋外広告物を対象とした色に対する研究はこれまで数

多く発表されている.辻村 4)らは企業のコーポレートカ

ラーを変更させた画像の評価を行い,企業らしさを損な

わないように色彩の範囲を明らかにしている.槙 5)は SD
法と因子分析を用いて,看板の色変更に関する研究を行

い,オリジナルのイメージを残した色変換として色相を
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変化させていないものが評価が高いことを明らかとして

いる.牧田6)らはSD法を用いた評価結果からイメージが
類似した景観グループを作成し,看板を含めた景観構成

要素を変化させ,グループによる効果の違いを明らかと

している.色彩のイメージを行う際 SD 法が主として使
われている.本研究では色感と語感を活かす感性のデー

タベースを用いて街路のイメージの分析を行う.	

	

３．対象街路の選定  

 

 京都市は市内全域を21の規制区域と５つの特別規制

地区に分けており,各区域・各地区ごとに看板の大きさ,

色,設置方法,証明などに関して細かな基準を設けられて

いる.多くの規制がかかっている街路の一つである三条

通を対象街路として選定する.	

	

 

図-1 屋外広告物規制地域(京都市WEBサイトより)	
	

４．現地調査 

 

 現地調査の結果より,壁面看板が多い割合を示した.

壁面看板の割合が高い理由として,ファサード面に見え

る看板を全て壁面看板としてカウントしている.また,突

出型の看板は,	特徴として進行方向を見ながら歩くと視

覚に入りやすいように，建物に対して基本的に垂直に設

置されてきた歴史的経緯があることから,メインストリ

ートであった三条通ではこのタイプの突出看板が多く存

在していた.	

	

  

図-2 現地調査結果	

	

	

５．カラーイメージスケール 

 
	 人が色に対して抱くイメージは，多くの人に共通して

いるものと，微妙に異なるものとがある.このような共
通のイメージを心理学的研究の蓄積で明らかにしたもの

が，イメージスケールである.単色や配色の意味,すなわ
ち人がある色に共通に感じるカラーイメージを探り,色
とイメージを関連づけて比較判断できるスケールが作り

上げられた. 
 
（1）単色イメージスケール 

 単色イメージスケールでは,130色を使ってWARMと
COOLの軸をベースにまとめ中央はどちらの軸に
対しても一方に定められないものが配置されてい

る.また,色の濃淡によって浅深,さらには軽重とい
うイメージを表し，垂直軸であるSOFTとHARDの
軸がこれらのトーンを表現している.	

 

図-3 単色イメージスケール(カラーシステム,pp.59-67)	

	

(2)言語イメージスケール  

	 言語イメージスケールでは，形容詞や形容動詞など修

飾的に使われる語を中心に180の言葉がプロットされて
いる.色に対して我々が持っている共通した感覚を研究
し,カラーイメージスケールと相互の関係を重視して開
発されたものである.そのため，この言語イメージスケ
ールは，上記の単色イメージスケールと強い互換性があ

る.例えば,単色イメージスケールで赤がある位置に、言
語イメージスケールでは「元気な」「快活な」などの言

葉があり,これは赤に対して私たちは「元気」「快活」
といったイメージを持ちやすいということになる．この

ように,カラーイメージスケールと言語イメージスケー
ルは互いに等価交換できるシステムである. 
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図-4 言語イメージスケール(カラーシステム,pp.59-	

	 	 	 67) 
	

６．三条通における規制ごとのイメージ分析  

 

 三条通について看板の現地調査（2018年７月20日〜

2018年７月22日）にもとづいて，背景色と文字色の抽出

を行った.その抽出した色彩を，単色イメージスケール

上にプロットした.その結果を示したものが，図５であ

る．主としてプロットされた点はVivid,Light,Light 
Grayish,Dark,Dark Grayishの５領域であった.	また，それ
ぞれ規制の異なる６つの地域について背景色と文字色を

プロットしたものが図６〜図11である．	

	

図-5 現地調査結果	

 

	 	

図-6 沿道型第２種地域(左：背景	 右：文字)	

 

  

図-7 第３種地域(左：背景	 右：文字)	

 

  

図-8 第４種地域(左：背景	 右：文字)	

 

  

図-9 第５種地域(左：背景	 右：文字)	

 

  

図-10 第６種地域(左：背景	 右：文字)	

	

	 	
図-11 木屋町界隈景観整備地区(左：背景	 右：文字)	

 
７.結果  

	 沿道型第２種地域の特徴として,背景色のイメージで

は,CS(COOL-SOFT)に集中し,その中でも Light Grayish
に集積した.文字色からはCH (COOL-HARD)	に集中し,
その中でもDark, Dark Grayishに色が集積した.言語イメ
ージスケールの観点から,背景色は「おとなしい・平和
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な・快適な」といったイメージが抽出され,文字色から

は,「フォーマルな・気高い・高雅な」などのイメージ

が得られた.		

	 第３種地域では,背景色のイメージでは,CH に集中し,
その中でもLight, Dark, Dark Grayishに色が集積した.文
字色では CH と WH に集積した.	その中でも Deep 
Light, Dark, Dark Grayishに色が集積した.言語イメージ
スケールの観点から,背景色は「優雅な・奥ゆかしい・

高雅な」といったイメージが抽出され,文字色からは,

「味わい深い・文化的な・知的な」などのイメージが得

られた.	

	 第４種地域では,背景色と文字色ともに CH に集中し,	
その中でも Dark Grayishに色が集中した.	言語イメージ
スケールの観点からは,背景色からは沿道型２種地域と

同様に「気高い・高雅な」などのイメージが得られ,文

字色からは「風格のある・格調のある」などのイメージ

が得られた.	

	 第５種地域では,背景色のイメージでは,CH に集中し,
その中でも Dark Grayish に色が集中した.文字色のイメ
ージではCHとWSに集積した.	その中でもVivid, Dark 
Grayish に色が集中した.	言語イメージスケールの観点
からは,	背景色は沿道型２種地域と同様であった.文字

色は「愉快な・快活な・高雅な」などのイメージが得ら

れた.	

	 第６種地域では,	背景色のイメージから, CS と CH
に集中し, Light, Light Grayish, Dark Grayishに色が集中し
た.	文字色のイメージではWSと CHに集中し,中でも
Vivid, Dark Grayishに色が集中した.言語イメージスケー
ルの観点からは,	背景色は「優雅な・快適な・平和な」

文字色は「愉快な・高雅な」などのイメージが得られた.	

	 木屋町界隈景観整備地区では,三条通の範囲にあまり

規制が含まれていないことから,プロットにまとまりが

あるとは言えない.これは，この整備地区内において三

条通の範囲（対象地区の範囲）の規制が緩やかであるこ

とが考えられる．	

 

８.考察 

 

	 街路の規制によって，カラーイメージスケールと言語

イメージスケールとの関係から，その地区のイメージを

抽出することができた．この結果は，これまでの看板形

状とその見え方を調査してきた研究と対比すると，多く

の看板形状があり賑やかと感じられる地区は比較的賑や

かで快活なイメージを持ち，あるいは少ない看板で目に

入りにくい地区でも，風格のある，格調のあるイメージ

を持つ地区に分類することができる．	

 

９.まとめ 

 

	 この研究の結果，看板の形状と色彩による地区イメー

ジの関係について，その一部ではあるが明らかにした．

また，その方法について可能性を見出している．今後は，

さらに異なる地区について，同様のデータをもとに検証

を行う． 
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